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Ⅰ【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

平成23年11月11日付をもって提出した有価証券届出書（以下「原届出書」といいます。）について、関係

情報を新たな情報により訂正し、また記載事項の一部に訂正事項がありますのでこれを訂正するため、本

訂正届出書を提出するものです。

Ⅱ【訂正の内容】

原届出書の該当情報を以下の内容に訂正します。

※下線部　　　　は訂正部分を示します。

第一部【証券情報】

（３）【発行（売出）価額の総額】

＜訂正前＞

当初自己設定　　　15億円に相当する有価証券および金銭を上限とします。

継続申込期間　　　50億円を上限とします。

＜訂正後＞

50億円を上限とします。

（４）【発行（売出）価格】

＜訂正前＞

当初自己設定　　　1口当たり当初自己設定日の前営業日（平成23年11月25日）における東証マザーズ

Ｃｏｒｅ指数の終値に相当する値を円表示した価額（円未満切上げ）とします。

継続申込期間　　　取得申込受付日の基準価額
※
とします。

※「基準価額」とは、ファンドの資産総額から負債総額を控除した金額（純資産総額）を計算日にお

ける受益権口数で除した金額をいいます。なお、当ファンドにおいては1口当たりの価額で表示され

ます。

ファンドの基準価額については下記の照会先までお問い合わせ下さい。

＜後略＞

＜訂正後＞

取得申込受付日の基準価額
※
とします。

※「基準価額」とは、ファンドの資産総額から負債総額を控除した金額（純資産総額）を計算日にお

ける受益権口数で除した金額をいいます。なお、当ファンドにおいては1口当たりの価額で表示され

ます。

ファンドの基準価額については下記の照会先までお問い合わせ下さい。

＜後略＞

（７）【申込期間】

＜訂正前＞

当初自己設定　　　平成23年11月28日とします。

継続申込期間　　　平成23年11月29日から平成24年10月5日まで

（上記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。）

＜後略＞
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＜訂正後＞

平成23年11月29日から平成24年10月5日まで

（上記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。）

＜後略＞
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第二部【ファンド情報】

第１【ファンドの状況】

１【ファンドの性格】

（３）【ファンドの仕組み】

①　ファンドの仕組み

＜訂正前＞

?中央三井アセット信託銀行株式会社は、関係当局の認可等を前提に、平成24 年4 月1 日付で中央三井信託

銀行株式会社および住友信託銀行株式会社と合併し、新商号を三井住友信託銀行株式会社とする予定です。

（以下同じ。）

＜後略＞

＜訂正後＞
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＜後略＞

②　委託会社およびファンドの関係法人

＜訂正前＞

＜前略＞

b. 中央三井アセット信託銀行株式会社（「受託会社」）

（再信託受託会社：日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社）

＜後略＞

＜訂正後＞

＜前略＞

b. 三井住友信託銀行株式会社（「受託会社」）

（再信託受託会社：日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社）

＜後略＞

③　委託会社の概況

＜訂正前＞

ａ．資本金（平成23年9月末日現在）

３億７千万円

＜中略＞
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ｃ．大株主の状況（平成23年9月末日現在）

氏名または名称 住　　　　所 所有株数 比率

（株）シンプレクス・ファイナン

シャル・ホールディングス

東京都千代田区丸の内1丁目5番1号 7,400株100%

＜訂正後＞

ａ．資本金（平成24年７月末日現在）

３億７千万円

＜中略＞

ｃ．大株主の状況（平成24年７月末日現在）

氏名または名称 住　　　　所 所有株数 比率

（株）シンプレクス・ファイナン

シャル・ホールディングス

東京都千代田区丸の内1丁目5番1号 7,400株100%

２【投資方針】

（３）【運用体制】

＜訂正前＞

＜前略＞

ファンドの運用体制、規程等は平成23年9月末日現在のものであり、今後変更する場合がありま

す。

＜訂正後＞

＜前略＞

ファンドの運用体制、規程等は平成24年７月末日現在のものであり、今後変更する場合がありま

す。

（４）【分配方針】

＜訂正前＞

＜前略＞

③　毎計算期末に信託財産から生じた下記a.に掲げる利益の合計額は、下記b.に掲げる損失を控除し、

繰越欠損金があるときは、その全額を補てんした後、次期に繰り越します。

a. 有価証券売買益（評価益を含みます。）、先物取引等取引益（評価益を含みます。）、追加信託差

益金、交換（解約）差益金

b. 有価証券売買損（評価損を含みます。）、先物取引等取引損（評価損を含みます。）、追加信託差

損金、交換（解約）差損金

◆ファンドの決算日

原則として毎年7月8日を決算日とします。

＜訂正後＞

＜前略＞

③　毎計算期末に信託財産から生じた下記a.に掲げる利益の合計額は、下記b.に掲げる損失を控除し、

繰越欠損金があるときは、その全額を補てんした後、次期に繰り越します。

a. 有価証券売買益（評価益を含みます。）、先物取引等取引益（評価益を含みます。）、追加信託差

益金、交換（解約）差益金

b. 有価証券売買損（評価損を含みます。）、先物取引等取引損（評価損を含みます。）、追加信託差
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損金、交換（解約）差損金

＊委託会社の判断により分配を行なわない場合もあります。また、将来の分配金の支払いおよびその金

額について示唆、保証するものではありません。

◆ファンドの決算日

原則として毎年7月8日を決算日とします。

４【手数料等及び税金】

（４）【その他の手数料等】

＜訂正前＞

＜前略＞

③　上記②に定める諸費用のほか、以下の諸費用（消費税等相当額を含みます。）は、受益者の負担と

し、信託財産中から支弁することができます。

＜中略＞

i. 対象指標その他これに類する標章の使用料

※ファンドの上場に係る費用

•新規上場および追加上場料：新規上場時の純資産総額に対して、及び追加上場時の増加額

（毎年末の純資産総額のうち最大のものからの増加額）に対して、0.007875%（税抜

0.0075%）。

•上場の年賦課金：毎年末の純資産総額に対して、0.007875%（税抜0.0075%）及びTDnet利用料

126,000円（税抜120,000円）。

•上記の他、新規上場に際して、52.5万円（税抜50万円）の費用があります。

＜後略＞

＜訂正後＞

＜前略＞

③　上記②に定める諸費用のほか、以下の諸費用（消費税等相当額を含みます。）は、受益者の負担と

し、信託財産中から支弁することができます。

＜中略＞

i. 対象指標その他これに類する標章の使用料

※ファンドの上場に係る費用

•新規上場および追加上場料：新規上場時の純資産総額に対して、及び追加上場時の増加額

（毎年末の純資産総額のうち最大のものからの増加額）に対して、0.007875%（税抜

0.0075%）。

•上場の年賦課金：毎年末の純資産総額に対して、0.007875%（税抜0.0075%）及びTDnet利用

料。

•上記の他、新規上場に際して、52.5万円（税抜50万円）の費用があります。

＜後略＞

（５）【課税上の取扱い】

※原届出書「第二部 ファンド情報　第１ ファンドの状況　４ 手数料等及び税金　（５） 課税上の取扱

い」を以下のとおり更新・訂正します。

＜更新・訂正後＞

＜個人受益者の場合＞
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① 受益権の売却時

受益権を売却される場合には、「申告分離課税」の取扱いとなり、譲渡益に対して課税（下記の表を参

照）されます。なお、「源泉徴収あり」の特定口座については、源泉徴収が行なわれます（原則として、確定

申告不要）。ただし、平成25年12月31日までは、1年間の売却時の譲渡所得を含む上場株式等の譲渡所得等の

金額に対して軽減税率が適用されます。また、平成25年1月1日から平成49年12月31日までは復興特別所得税

が付加されます。

平成25年1月1日から

平成25年12月31日まで

10.147％

（所得税7％　復興特別所得税0.147％　地方税3%）

平成26年1月1日から

平成49年12月31日まで

20.315％

（所得税15％　復興特別所得税0.315％　地方税5%）

平成50年1月1日以降
20％

（所得税15％　地方税5%）

※差損（譲渡損）については、確定申告により、上場株式等の譲渡益および上場株式等の配当等（申告分離

課税を選択したものに限ります。）と損益通算が可能です。

② 収益分配金の受取り時

分配金は配当所得として課税（下記の表を参照）されます。（原則として、確定申告不要。なお、確定申告

により、総合課税または申告分離課税のいずれかを選択することも可能。）ただし、平成25年12月31日まで

は、1年間に受け取る収益分配金を含む上場株式等の配当等（5％以上保有の大口個人株主等が受け取る配

当等は除きます。）の場合は、軽減税率による源泉徴収が行なわれます。（原則として、確定申告不要）ま

た、平成25年1月1日から平成49年12月31日までは復興特別所得税が付加されます。

平成25年1月1日から

平成25年12月31日まで

10.147％

（所得税7％　復興特別所得税0.147％　地方税3%）

平成26年1月1日から

平成49年12月31日まで

20.315％

（所得税15％　復興特別所得税0.315％　地方税5%）

平成50年1月1日以降
20％

（所得税15％　地方税5%）

③ 受益権と現物株式との交換時

受益権と現物株式との交換についても、受益権の売却時と同様に取り扱われます。交換時および償還時の

差益（譲渡益）は譲渡所得として、差益（譲渡益）に対して課税（下記の表を参照）されます。（申告分離

課税の対象となり、確定申告が必要。）なお、「源泉徴収あり」の特定口座については、源泉徴収が行なわれ

ます（原則として、確定申告不要）。ただし、平成25年12月31日までは、1年間の解約時および償還時の譲渡

所得を含む上場株式等の譲渡所得等に対して軽減税率が適用されます。また、平成25年1月1日から平成49年

12月31日までは復興特別所得税が付加されます。

平成25年1月1日から

平成25年12月31日まで

10.147％

（所得税7％　復興特別所得税0.147％　地方税3%）

平成26年1月1日から

平成49年12月31日まで

20.315％

（所得税15％　復興特別所得税0.315％　地方税5%）

平成50年1月1日以降
20％

（所得税15％　地方税5%）

※交換時および償還時の差損（譲渡損）については、確定申告により、上場株式等の譲渡益および上場株式

等の配当等（申告分離課税を選択したものに限ります。）と損益通算が可能です。また、交換時および償

還時の差益（譲渡益）については、上場株式等の譲渡損と損益通算が可能です。

＜法人受益者の場合＞

① 受益権の売却時
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通常の株式の売却時と同様に、受益権の取得価額と売却価額との差額について、他の法人所得と合算して課

税されます。

② 収益分配金の受取り時

源泉徴収税率については、平成24年12月31日までは7％（所得税のみ）、平成25年1月1日から平成25年12月

31日までは7.147％（所得税のみ）、平成26年1月1日以降は15.315％（所得税のみ）となります。

③ 受益権と現物株式との交換時

受益権と現物株式との交換についても、受益権の売却時と同様に取り扱われます。

収益分配金は配当控除、益金不算入制度が適用されます。

※税法が改正された場合などには、税率などの課税上の取扱いが変更になる場合があります。

※税金の取扱いの詳細につきましては、税務専門家等にご確認されることをお勧めいたします。
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５【運用状況】

※原届出書「第二部 ファンド情報　第１ ファンドの状況　５　運用状況」を以下のとおり更新・訂正します。

＜更新・訂正後＞

以下は平成24年７月31日現在の運用状況であります。

（１）【投資状況】

種類 国名 時価合計（円） 投資比率（％）

株券 日本 680,350,000 99.73

コール・ローン等、その他資産（負債控除後） 1,846,808 0.27

合計（純資産総額） 682,196,808 100.00

（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

（２）【投資資産】

①【投資有価証券の主要銘柄】

ア、国内株式

国名 種類 銘柄名 業種
数量

（株）

簿価

単価

（円）

簿価金額

（円）

評価

単価

（円）

評価金額

（円）

投資

比率

（％）

日本 株式 クックパッド　 サービス業 50,000 2,216.00110,800,0002,066.00103,300,00015.14%

日本 株式 インフォマート　 サービス業 500 162,000.0081,000,000165,500.0082,750,00012.13%

日本 株式 サイバーエージェント　 サービス業 500 200,200.00100,100,000154,700.0077,350,00011.34%

日本 株式 フリービット　 情報・通信業 200,000 448.0089,600,000383.0076,600,00011.23%

日本 株式 フュートレック　 サービス業 500 119,700.0059,850,000118,100.0059,050,0008.66%

日本 株式 ミクシィ　 サービス業 500 140,000.0070,000,000113,500.0056,750,0008.32%

日本 株式 スタートトゥデイ　 小売業 50,000 1,055.0052,750,0001,040.0052,000,0007.62%

日本 株式 ＧＣＡサヴィアングループ　 サービス業 500 71,700.0035,850,00071,500.0035,750,0005.24%

日本 株式 ＡＣＣＥＳＳ　 情報・通信業 500 68,300.0034,150,00055,500.0027,750,0004.07%

日本 株式 ネオス　 情報・通信業 500 58,300.0029,150,00048,650.0024,325,0003.57%

日本 株式 ＧＭＯクラウド　 情報・通信業 500 46,450.0023,225,00044,800.0022,400,0003.28%

日本 株式

サマンサタバサジャパンリミ

テッド その他製品 500 50,100.0025,050,00043,450.0021,725,0003.18%

日本 株式 さくらインターネット　 情報・通信業 50,000 470.0023,500,000405.0020,250,0002.97%

日本 株式 エヌ・ピー・シー　 機械 50,000 307.0015,350,000257.0012,850,0001.88%

日本 株式 インフォテリア　 情報・通信業 50,000 190.009,500,000150.007,500,0001.10%

種類別及び業種別投資比率

種類 業種 投資比率（％）

機械 1.88%

その他製品 3.18%

情報・通信業 26.21%

小売業 7.62%

サービス業 60.83%

合計 99.73%

②【投資不動産物件】
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該当なし

③【その他投資資産の主要なもの】

該当なし

（３）【運用実績】

①【純資産の推移】

計算期間・月末 純資産総額（円）
1口当たりの

純資産総額（円）

第１期 （平成24年7月8日）
分配付：

分配落：

686,739,308

682,196,808

分配付：

分配落：

756

751

平成23 年 11月末日 882,524,956 971

平成23 年 12月末日 872,812,281 961

平成24 年 1月末日 805,165,484 886

平成24 年 2月末日 885,544,977 975

平成24 年 3月末日 851,170,519 937

平成24 年 4月末日 853,345,642 939

平成24 年 5月末日 706,057,314 777

平成24 年 6月末日 773,782,586 852

平成24 年 7月末日 682,196,808 751

②【分配の推移】

計算期間 1口当たりの分配金

第１期

（平成24年７月８日）
5.0円

③【収益率の推移】

計算期間 収益率

第１期

（自　平成23年11月28日

　　至　平成24年７月８日）

△13.4％

（注）収益率とは、計算期間末の分配付基準価額から前期末の分配落基準価額（設定時は当初元本額）を控除し

た額を、前期末の分配落基準価額（同）で除して得た数に100を乗じて得た数です。

（４）【設定及び解約の実績】

期 設定口数 解約口数 発行済み口数

第１期 908,500 0 908,500

（注１）第１期の設定口数には、当初募集期間中の設定口数を含みます。

（注２）上記数字はすべて本邦内における設定および解約の実績です。

（参考情報）運用実績
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第３【ファンドの経理状況】

※原届出書「第二部 ファンド情報　第３ ファンドの経理状況　１財務諸表」を以下のとおり更新・訂正し

ます。

＜更新・訂正後＞

１．　当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省

令第59号）並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総

理府令第133号）に基づいて作成しております。

　なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。

２．　当ファンドの第1期計算期間は信託約款第29条により、平成23年11月28日から平成24年7月8日までと

なっております。

３．　当ファンドは金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第1期計算期間（平成23年11月28日か

ら平成24年7月8日まで）の財務諸表について、あらた監査法人による監査を受けております。
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１【財務諸表】
　　　　　　　　　　 マザーズ･コア上場投信
（１）【貸借対照表】

（単位：円）

第1期
（平成24年7月8日現在）

資産の部

流動資産

コール・ローン 807,210,770

株式 ※3
 759,875,000

未収配当金 3,112,500

未収利息 3,321

その他未収収益 378,065

流動資産合計 1,570,579,656

資産合計 1,570,579,656

負債の部

流動負債

未払収益分配金 4,542,500

未払受託者報酬 87,767

未払委託者報酬 571,209

未払利息 39,664

受入担保金 803,000,000

その他未払費用 325,168

流動負債合計 808,566,308

負債合計 808,566,308

純資産の部

元本等

元本 ※1,※2
 868,526,000

剰余金

期末剰余金又は期末欠損金（△） ※4
 △106,512,652

（分配準備積立金） 1,962,348

元本等合計 762,013,348

純資産合計 762,013,348

負債純資産合計 1,570,579,656
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（２）【損益及び剰余金計算書】
（単位：円）

第1期
（自　平成23年11月28日
　 至　平成24年 7月 8日)

営業収益

受取配当金 9,877,500

受取利息 243,585

有価証券売買等損益 △108,475,000

その他収益 2,300,993

営業収益合計 △96,052,922

営業費用

支払利息 242,871

受託者報酬 503,796

委託者報酬 3,326,744

その他費用 ※2
 1,843,819

営業費用合計 5,917,230

営業利益又は営業損失（△） △101,970,152

経常利益又は経常損失（△） △101,970,152

当期純利益又は当期純損失（△） △101,970,152

一部交換に伴う当期純利益金額の分配額又は一部交
換に伴う当期純損失金額の分配額（△）

－

期首剰余金又は期首欠損金（△） －

剰余金増加額又は欠損金減少額 －

当期一部交換に伴う剰余金増加額又は欠損金減
少額

－

当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減
少額

－

剰余金減少額又は欠損金増加額 －

当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増
加額

－

当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増
加額

－

分配金 ※1
 4,542,500

期末剰余金又は期末欠損金（△） △106,512,652
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（３）【注記表】

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

有価証券の評価基準及び評価方法 株式

移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価に

あたっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものに

ついては、それに準ずる価額）、金融商品取引所等が発表する基準値、又は

金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しておりま

す。

（貸借対照表に関する注記）

区分
第1期

（平成24年7月8日現在）

※1　信託財産に係る期首元本額、期中追加設

定元本額及び期中交換元本額

期首元本額 868,526,000円

期中追加設定元本額 0円

期中交換元本額 0円

※2　計算期間末日における受益権の総数 908,500口

※3　株式貸借取引 　有価証券の消費貸借契約により貸し付けた有価証券は次のとおりであ

ります。

株式　1,030,540,000円

※4　元本の欠損 　貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は

106,512,652円であります。

（損益及び剰余金計算書に関する注記）

第1期

（自　平成23年11月28日

至　平成24年７月８日）

※1　分配金の計算過程

Ａ　当ファンドの配当等収益額

Ｂ　分配準備積立金

Ｃ　配当等収益額合計（Ａ+Ｂ）

Ｄ　経費

Ｅ　収益分配可能額（Ｃ-Ｄ）

Ｆ　収益分配金額

Ｇ　次期繰越金（分配準備積立金）（Ｅ-Ｆ）

Ｈ　口数

Ｉ　分配金額（1口当たり）

12,179,207円

0円

12,179,207円

5,674,359円

6,504,848円

4,542,500円

1,962,348円

908,500口

5.00円

※2　その他費用 主に印刷費用、上場関連費用及び監査費用等であります。

（金融商品に関する注記）

Ⅰ　金融商品の状況に関する事項

項　目

第1期

（自　平成23年11月28日

至　平成24年７月８日）

1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、証券投資信託として、投資信託約款に規定する運用の基本方針に従い、

有価証券等の金融商品に対する投資として運用することを目的としています。

2.金融商品の内容及び金融商

品に係るリスク

当ファンドは株式を主要投資対象としております。株式の投資に係る価格変動リスク

等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクにさらされております。
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3.金融商品に係るリスク管理

体制

委託会社においては、運用関連部門から独立した部門であるリスク管理統括本部が各

リスクの管理を行っております。

リスク管理統括本部は、定期的に各部署からモニタリングの結果の報告を受け、必要に

応じて関係部署より意見を求め、リスク状況を取りまとめ、その結果を取締役社長に報告

します。また、必要に応じて取りまとめ結果を取締役会に報告をします。

Ⅱ　金融商品の時価等に関する事項

項目
第1期

（平成24年7月8日現在）

1.貸借対照表計上額、時価及びその差額 　貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているためその差額はありませ

ん。

2.時価の算定方法 （1）有価証券

　　「注記表（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」に記載しており

ます。

（2）デリバティブ取引

　　該当事項はありません。

（3）上記以外の金融商品

　　上記以外の金融商品（コール・ローン等）は、短期間で決済され、時価は

帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としてお

ります。

3.金融商品の時価等に関する事項につい

ての補足説明

金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合

には合理的に算出された価額が含まれております。当該価額の算定において

は一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、

当該価額が異なることもあります。

（有価証券に関する注記）

第1期（平成24年7月8日現在）

売買目的有価証券 （単位：円）

種類
当計算期間の損益に

含まれた評価差額

株式 △108,475,000

合計 △108,475,000

（デリバティブ取引等に関する注記）

　該当事項はありません。

（関連当事者との取引に関する注記）

該当事項はありません。

（１口当たり情報に関する注記）

第1期

（平成24年7月8日現在）

１口当たりの純資産額　839円

（４）【附属明細表】

第１　有価証券明細表

(イ）株式

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （単位：円）
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銘柄 株式数
評価額

備考
単価 金額

ミクシィ　 500 140,000 70,000,000※

ＧＣＡサヴィアングループ　 500 71,700 35,850,000※

クックパッド　 50,000 2,216 110,800,000※

フュートレック　 500 119,700 59,850,000※

インフォマート　 500 162,000 81,000,000※

スタートトゥデイ　 50,000 1,055 52,750,000※

ネオス　　 500 58,300 29,150,000※

さくらインターネット　　 50,000 470 23,500,000※

ＧＭＯクラウド　　　　 500 46,450 23,225,000※

フリービット　　　　　 200,000 448 89,600,000※

インフォテリア　　　　　 50,000 190 9,500,000※

サイバーエージェント　　　 500 200,200100,100,000※

ＡＣＣＥＳＳ　　　　　　　　 500 68,300 34,150,000※

エヌ・ピー・シー　　　　　　 50,000 307 15,350,000※

サマンサタバサジャパンリミテッド　　 500 50,100 25,050,000※

合計　 454,500　 759,875,000

※以下の有価証券が貸し付けられております。

銘柄 株式数

ミクシィ　　　　　　　　　　　　　　　　 500

ＧＣＡサヴィアングループ　　　　　　　　 500

クックパッド　　　　　　　　　　　　　　 50,000

フュートレック　　　　　　　　　　　　　 500

インフォマート　　　　　　　　　　　　　 500

スタートトゥデイ　　　　　　　　　　　　 50,000

ネオス　　　　　　　　　　　　　　　　　 500

さくらインターネット　　　　　　　　　　 50,000

ＧＭＯクラウド　　　　　　　　　　　　　 500

フリービット　　　　　　　　　　　　　　 200,000

インフォテリア　　　　　　　　　　　　　 50,000

サイバーエージェント　　　　　　　　　　 500

ＡＣＣＥＳＳ　　　　　　　　　　　　　　 500

エヌ・ピー・シー　　　　　　　　　　　　 50,000

サマンサタバサジャパンリミテッド　　　　 500

合計　 454,500

(ロ）株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第２　信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

　該当事項はありません。
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２【ファンドの現況】

純資産額計算書　　　　　　　　　　　　　　　　　平成24年７月31日現在

　　Ⅰ　資産総額 1,406,294,429円

　　Ⅱ　負債総額 724,097,621円

　　Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 682,196,808円

　　Ⅳ　発行口数 908,500口

　　Ⅴ　1口当たりの純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 751円
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２【ファンドの現況】

※原届出書「第二部 ファンド情報　第３ ファンドの経理状況　２ファンドの現況」を、以下のとおり更新

・訂正します。

＜更新・訂正後＞

【純資産額計算書】　　　　　　　　　　　　　　　平成24年７月31日現在

　　Ⅰ　資産総額 1,406,294,429円

　　Ⅱ　負債総額 724,097,621円

　　Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 682,196,808円

　　Ⅳ　発行口数 908,500口

　　Ⅴ　1口当たりの純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 751円
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第三部【委託会社等の情報】
※原届出書「第三部 委託会社等の情報　第１ 委託会社等の概況　１ 委託会社等の概況」および「２ 事業

の内容及び営業の概況」を、以下のとおり更新・訂正します。

＜更新・訂正後＞

第１【委託会社等の概況】

１【委託会社等の概況】

（１）資本金の額等（平成24年７月末日現在）

資本金の額　　　　　　　　370百万円

発行する株式の総数　　　　 12,000株

発行済株式総数　　　　　　　7,400株

過去５年間における主な資本の額の増減　：　該当事項はありません。

２【事業の内容及び営業の概況】

委託会社は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社であり、証券投資信

託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用

業）を行っています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務および第二種金融商品取引業を

行っています。

平成24年７月末日現在、委託会社が運用を行っている証券投資信託の総ファンド数は56本であり、当

該ファンドの純資産総額の合計は93,735百万円です。

ファンドの種類 本数 純資産総額

追加型株式投資信託 35 85,596百万円

単位型株式投資信託 11 5,007百万円

単位型公社債投資信託 10 4,264百万円

合計 56 94,867百万円
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３【委託会社等の経理状況】

※原届出書「第三部 委託会社等の情報　第１ 委託会社等の概況　３ 委託会社等の経理状況」を、以下のと

おり更新・訂正します。

＜更新・訂正後＞

１．　委託会社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令

第59号）第２条に基づき、同規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成19年８月６日内

閣府令第52号）により作成しております。

　　　財務諸表に記載している金額については、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。

２．　委託会社は、金融商品取引法第193条の２第1項の規定に基づき、事業年度（自平成23年４月１日　至平

成24年３月31日）の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により監査を受けております。
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（１）【貸借対照表】

（単位：千円）

期別 前事業年度 当事業年度

（平成23年３月31日現在） （平成24年３月31日現在）

科目 金　　額 金　　額

（資産の部）

Ⅰ流動資産

１　現金・預金 878,260 1,027,027

２　前払費用 4,906 4,370

３　未収委託者報酬 89,596 97,659

４　未収運用受託報酬 148,138 190,524

５　未収投資助言報酬 16,627 －

６　その他 4,124 11,237

流動資産計 1,141,654 1,330,818

Ⅱ固定資産

１　有形固定資産 9,918 8,769

（１）建物付属設備 *1 7,728 *1 6,199

（２）器具備品 *1 2,189 *1 2,569

２　無形固定資産 1,679 1,390

（１）電話加入権 761 761

（２）ソフトウェア *2 542 *2 343

（３）協会基金 *2 375 *2 285

３　投資その他の資産 72,808 72,492

（１）投資有価証券 100 －

（２）出資金 10,000 10,000

（３）長期差入保証金 62,708 62,492

固定資産計 84,405 82,651

資産合計 1,226,060 1,413,469

（単位：千円）

期別 前事業年度 当事業年度

（平成23年３月31日現在） （平成24年３月31日現在）

科目 金　　額 金　　額

（負債の部）

Ⅰ流動負債

１　預り金 12,687 15,913

２　未払金 166,576 198,875

３　関係会社未払金 18,322 18,174

４　未払費用 11,956 11,788

５　未払法人税等 52,990 65,501

６　未払消費税等 7,990 21,472

７　前受金 3,592 3,137

流動負債計 274,117 334,863

Ⅱ固定負債

１　資産除去債務 16,520 16,709

２　繰延税金負債 2,527 1,811

固定負債計 19,048 18,521

負債合計 293,165 353,384
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（純資産の部）

Ⅰ株主資本

１　資本金 370,000 370,000

２　利益剰余金

（１）利益準備金 19,980 19,980

（２）その他利益剰余金

繰越利益剰余金 542,915 670,105

利益剰余金計 562,895 690,085

株主資本計 932,895 1,060,085

純資産合計 932,895 1,060,085

負債・純資産合計 1,226,060 1,413,469

（２）【損益計算書】

（単位：千円）

期別 前事業年度 当事業年度

（自 平成22年４月１日 （自 平成23年４月１日

至 平成23年３月31日） 至 平成24年３月31日）

科目 金　　額 金　　額

Ⅰ営業収益

１　委託者報酬 833,648 1,130,901

２　運用受託報酬 314,586 272,809

３　投資助言報酬 71,856 －

４　その他営業収益 6,510 1,226,601 57 1,403,769

Ⅱ営業費用

１　支払手数料 117,384 99,020

２　調査費

（１）調査費 19,671 21,927

（２）委託調査費 134,218 144,711

３　委託計算費 36,559 40,326

４　通信費 3,676 311,510 7,348 313,334

Ⅲ一般管理費

１　給料

（１）役員報酬 *2 216,760 *2 271,316

（２）給料・手当 225,649 223,712

（３）賞与・退職金等 131,980 156,023

２　交際費 3,149 3,285

３　旅費交通費 11,078 16,092

４　業務事務委託費 21,295 18,866

５　租税公課 4,434 4,986

６　不動産賃借料 88,161 85,124

７　固定資産減価償却費 3,519 3,839

８　諸経費 *1 68,888 774,918*1 87,504 870,750

営業利益 140,172 219,683

Ⅳ営業外収益

１　受取利息 122 82

２　その他の営業外収益 0 123 342 424

Ⅴ営業外費用

１　支払利息 － 32
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２　為替差損 246 130

３　その他の営業外費用 23 269 － 162

経常利益 140,025 219,944

Ⅵ特別損失

１　固定資産除却損 － 101

２　資産除去債務会計基準の

適用に伴う影響額 8,491 8,491 － 101

税引前当期純利益 131,533 219,843

法人税、住民税及び事業税 61,132 93,369

法人税等調整額 2,527 63,660 △716 92,653

当期純利益 67,873 127,190

（３）【株主資本等変動計算書】

（単位：千円）

期　別 前事業年度 当事業年度

自 平成22年４月１日 自 平成23年４月１日

科　目 至 平成23年３月31日 至 平成24年３月31日

株主資本

資本金

当期首残高 370,000 370,000

当期末残高 370,000 370,000

利益剰余金

利益準備金

当期首残高 19,980 19,980

当期末残高 19,980 19,980

その他利益剰余金

繰越利益剰余金

当期首残高 475,041 542,915

当期変動額

当期純利益 67,873 127,190

当期変動額合計 67,873 127,190

当期末残高 542,915 670,105

株主資本合計

当期首残高 865,021 932,895

当期変動額

当期純利益 67,873 127,190

当期変動額合計 67,873 127,190

当期末残高 932,895 1,060,085

純資産合計

当期首残高 865,021 932,895

当期変動額

当期純利益 67,873 127,190

当期変動額合計 67,873 127,190

当期末残高 932,895 1,060,085

次へ
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［重要な会計方針］

１．固定資産の減価償却の方法

（１）有形固定資産（リース資産を除く）

主として定率法によっております。

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

建物付属設備　８年～15年

器具備品　　　３年～15年

（２）無形固定資産（リース資産を除く）

定額法により償却しております。

なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における見込利用可能期間（３年又は５年）に基づく

定額法を採用しております。

（３）リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとして算定する方法によっております。

なお、個々のリース資産で重要性が乏しいと認められるものについては、通常の賃貸借取引に係る方法

に準じた会計処理によっております。

２．引当金の計上基準

貸倒引当金

一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案

し、回収不能見込額を計上しております。但し、当事業年度の計上額はありません。

３．その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

消費税等の処理方法

消費税等の会計処理は税抜方式によっております。

［追加情報］

当事業年度の期首以降に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の修正により、「会計上の変更及び誤謬の修正

に関する会計基準」（企業会計基準第24号　平成21年12月４日）及び「会計上の変更及び誤謬の修正に関する会

計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第24号　平成21年12月４日）を適用しております。

［注記事項］

（貸借対照表関係）

＊１有形固定資産の減価償却累計額は以下のとおりであります。

前事業年度 当事業年度

（平成23年３月31日） （平成24年３月31日）

建物付属設備 10,667千円 12,196千円

器具備品 24,209千円 20,447千円

計 34,876千円 32,644千円
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＊２無形固定資産償却累計額は以下のとおりであります。

前事業年度 当事業年度

（平成23年３月31日） （平成24年３月31日）

ソフトウェア 2,109千円 2,309千円

協会基金 75千円 165千円

計 2,184千円 2,474千円

（損益計算書関係）

＊１関係会社との取引に係るものは、以下のとおりであります。

前事業年度 当事業年度

（自　平成22年４月１日 （自　平成23年４月１日

至　平成23年３月31日） 至　平成24年３月31日）

諸経費 3,967千円 3,487千円

＊２役員報酬の限度額は以下のとおりであります。

前事業年度 当事業年度

（自　平成22年４月１日 （自　平成23年４月１日

至　平成23年３月31日） 至　平成24年３月31日）

取締役 600,000千円 600,000千円

監査役 5,000千円 5,000千円

（株主資本変動計算書関係）

前事業年度（自　平成22年４月１日　至　平成23年３月31日）

１．発行済株式の種類及び総数に関する事項 （単位：株）

当事業年度期首 増加 減少 当事業年度末

普通株式 7,400 － － 7,400

合計 7,400 － － 7,400

当事業年度（自　平成23年４月１日　至　平成24年３月31日）

１．発行済株式の種類及び総数に関する事項 （単位：株）

当事業年度期首 増加 減少 当事業年度末

普通株式 7,400 － － 7,400

合計 7,400 － － 7,400

（リース取引関係）

１．オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係わる未経過リース料

（単位：千円）

前事業年度

（平成23年３月31日）

当事業年度

（平成24年３月31日）

１年以内 61,611 63,643

１年超 149,190 79,785
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合計 210,802 143,428

（金融商品に関する注記）

１．金融商品の状況に関する事項

（１）金融商品に関する取組方針

当社は、投資運用業及び投資助言業などの金融サービス事業を行っています。そのため、資金運用につい

ては、短期的で安全性の高い金融資産に限定し、財務体質の健全性、安全性、流動性の確保を第一とし、顧

客利益に反しない運用を行っています。

（２）金融商品の内容およびそのリスク

営業債権である未収委託者報酬、未収運用受託報酬及び未収投資助言報酬は、当社が運用を委託されて

いる信託財産から回収を行っており、回収に係る信用リスクは僅少と判断しております。

出資金はファンド組成のために拠出した資金であり、減損リスクに晒されております。

長期差入保証金については、オフィスおよび社宅の敷金であります。

営業債権である未収委託者報酬、未収運用受託報酬及び未収投資助言報酬と、営業債務である未払金及

び関係会社未払金は、すべて１年以内の支払期日であります。なお、営業債務の支払のタイミングは、営業

債権とほぼ連動しており、営業債権及び営業債務の流動性リスクは僅少と判断しております。

（３）金融商品に係るリスク管理体制

①　信用リスク

営業債権は、当社が運用を委託されている信託財産から回収を行っており、回収に係る信用リスクは僅

少であります。当社は、営業債権の算出の基となる各ファンドの純資産について信託銀行と定期的に残高

照合し、ファンドごとに期日及び残高を管理しております。

②　減損リスク

当社は、出資金について、定期的に出資先の財務状態等をモニタリングしております。

③　流動性リスク

上記のとおり、営業債務の支払のタイミングは、営業債権とほぼ連動しており、営業債権及び営業債務の

流動性リスクは僅少であります

④　市場リスク

当社は外貨建ての預金及び営業債権について残高が僅少であり、市場リスクを管理する重要性は低いと

判断しております。

２．金融商品の時価等に関する事項

貸借対照表計上額、時価およびこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握すること

が極めて困難と認められるものは含まれておりません。（注２）

前事業年度（平成23年３月31日） （単位：千円）

貸借対照表

計上額
時価 差額

（１）現金・預金 878,260 878,260 －

（２）未収委託者報酬 89,596 89,596 －

（３）未収運用受託報酬 148,138 148,138 －

（４）未収投資助言報酬 16,627 16,627 －
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（５）長期差入保証金 62,708 62,708 －

資産計 1,195,329 1,195,329 －

（１）未払金 166,576 166,576 －

（２）関係会社未払金 18,322 18,322 －

（３）未払法人税等 52,990 52,990 －

負債計 237,888 237,888 －

当事業年度（平成24年３月31日） （単位：千円）

貸借対照表

計上額
時価 差額

（１）現金・預金 1,027,027 1,027,027 －

（２）未収委託者報酬 97,659 97,659 －

（３）未収運用受託報酬 190,524 190,524 －

（４）未収投資助言報酬 － － －

（５）長期差入保証金 62,492 62,492 －

資産計 1,377,703 1,377,703 －

（１）未払金 198,875 198,875 －

（２）関係会社未払金 18,174 18,174 －

（３）未払法人税等 65,501 65,501 －

負債計 282,550 282,550 －

（注１）金融商品の時価の算定方法に関する事項

（資産）

（１）現金・預金、（２）未収委託者報酬、（３）未収運用受託報酬、（４）未収投資助言報酬

これらはすべて短期であるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっており

ます。

（５）長期差入保証金

長期差入保証金の時価については、賃貸借契約の内容及び敷金の性質から帳簿価額にほぼ等しいため、

当該帳簿価額によっております。

（負債）

（１）未払金、（２）関係会社未払金、（３）未払法人税等

これらはすべて短期であるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっており

ます。

（注２）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

（単位：千円）

区分 貸借対照表計上額

出資金 10,000

上記については、市場価格がなくかつ将来キャッシュフローが約定されておらず、時価を把握すること

が極めて困難と認められることから、時価開示の対象としておりません。

（注３）金融債権等の決算日後の償還予定額
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前事業年度（平成23年３月31日） （単位：千円）

１年以内
１年超

５年以内

５年超

10年以内
10年超

（１）現金・預金 878,260 － － －

（２）未収委託者報酬 89,596 － － －

（３）未収運用受託報酬 148,138 － － －

（４）未収投資助言報酬 16,627 － － －

（５）長期差入保証金 － 62,708 － －

合計 1,132,621 62,708 － －

当事業年度（平成24年３月31日） （単位：千円）

１年以内
１年超

５年以内

５年超

10年以内
10年超

（１）現金・預金 1,027,027 － － －

（２）未収委託者報酬 97,659 － － －

（３）未収運用受託報酬 190,524 － － －

（４）未収投資助言報酬 － － － －

（５）長期差入保証金 － 62,492 － －

合計 1,315,211 62,492 － －

（注４）社債、長期借入金、リース債務及びその他の有利子負債の決算日後の返済予定額

該当事項はありません。

（有価証券関係）

該当事項はありません。

（デリバティブ取引関係）

該当事項はありません。

（退職給付関係）

該当事項はありません。

（持分法損益等）

該当事項はありません。

（税効果会計関係）

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

前事業年度 当事業年度

（平成23年３月31日） （平成24年３月31日）

繰延税金資産
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未払費用否認 4,203千円 4,619千円

未払事業税 4,392千円 5,101千円

資産除去債務 6,724千円 5,948千円

繰延税金資産小計 15,319千円 15,669千円

評価性引当金 △15,319千円 △15,669千円

繰延税金資産合計 －千円 －千円

繰延税金負債

固定資産（除去費用） △2,527千円 △1,811千円

繰延税金負債合計 △2,527千円 △1,811千円

繰延税金負債の純額 △2,527千円 △1,811千円

２．法定実効税率と税効果適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの当該差異の原因となっ

た主要な項目別の内訳

前事業年度 当事業年度

（平成23年３月31日） （平成24年３月31日）

法定実効税率 40.7％ 40.7％

（調整）

交際費等永久に損金に算入されない項目 0.9％ 0.6％

住民税均等割 0.2％ 0.1％

評価性引当額 6.6％ 0.2％

その他 0.0％ 0.5％

税効果会計適用後の法人税等の負担率 48.4％ 42.1％

３．法定実効税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の修正

「経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律」（平成23

年法律第114号）及び「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特

別措置法」（平成23年法律第117号）が平成23年12月２日に公布され、平成24年４月１日以後に開始する事業

年度から法人税率の引下げ及び復興特別法人税の課税が行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資

産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は従来の40.7％から平成24年４月１日に開始する事業年

度から平成26年４月１日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については38.0％に、平成27年４月

１日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異については、35.6％となります。

この税率の変更により繰延税金負債の純額及び法人税等調整額に及ぼす影響は軽微であります。

（資産除去債務関係）

資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの

（１）当該資産除去債務の概要

オフィスの不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務等であります。

（２）当該資産除去債務の金額の算定方法

使用見込期間を取得から12年と見積り、割引率は1.145％を使用して資産除去債務の金額を計算してお

ります。

（３）当事業年度における当該資産除去債務の総額の増減
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前事業年度 当事業年度

期首残高 16,333千円 16,520千円

時の経過による調整額 186千円 189千円

期末残高 16,520千円 16,709千円

（注）前事業年度の「期首残高」は「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第18号　平成20年３月

31日）及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第21号　平成20年３

月31日）を適用したことによる残高であります。

（セグメント情報等）

セグメント情報

当社の報告セグメントは、「投資運用・顧問業」という単一セグメントであるため、記載を省略しております。

関連情報

１　製品及びサービスごとの情報

前事業年度（自　平成22年４月１日　至　平成23年３月31日）

（単位：千円）

投資信託 投資一任 投資助言 その他 合計

外部顧客への売上高 833,648314,586 71,856 6,5101,226,601

当事業年度（自　平成23年４月１日　至　平成24年３月31日）

（単位：千円）

投資信託 投資一任 その他 合計

外部顧客への売上高 1,130,901 272,809 57 1,403,769

２　地域ごとの情報

（１）売上高

前事業年度（自　平成22年４月１日　至　平成23年３月31日）

（単位：千円）

日本 英国バージン諸島 その他 合計

917,315 274,447 34,838 1,226,601

当事業年度（自　平成23年４月１日　至　平成24年３月31日）

（単位：千円）

日本 英国バージン諸島 その他 合計

1,234,189 146,929 22,650 1,403,769

（注）売上高は顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しております。

（２）有形固定資産

本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、地域

ごとの有形固定資産の記載を省略しております。

３　主要な顧客ごとの情報

前事業年度（自　平成22年４月１日　至　平成23年３月31日）
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（単位：千円）

顧客の名称 売上高 関連するセグメント名

シンプレクス・グローバル・
インベストメンツ・リミテッド

274,447 投資運用・顧問業

当事業年度（自　平成23年４月１日　至　平成24年３月31日）

（単位：千円）

顧客の名称 売上高 関連するセグメント名

シンプレクス・グローバル・
インベストメンツ・リミテッド

146,929 投資運用・顧問業

報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報

当社の報告セグメントは、「投資運用・顧問業」という単一セグメントであるため、記載を省略しております。

報告セグメントごとののれんの償却及び未償却残高に関する情報

該当事項はありません。

報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報

該当事項はありません。

（関連当事者との取引）

１．関連当事者との取引

（１）財務諸表提出会社の親会社等

前事業年度（自平成22年４月１日　至平成23年３月31日）

種　類
会社等の
名称

所在地

資本金
又は
出資金
(千円)

事業の内容
又は職業

議決権等
の所有
(被所有)
割合(％)

関連当事者
との関係

取引の
内容

取引金額
(千円)

科目
期末残高
(千円)

親会社

㈱シンプレクス・
ファイナンシャル
・ホールディング
ス

東京都
千代田区

370,000
子会社
支配・管理

(被所有)
直接・
100％

持株会社形式の
子会社支配、
被支配
役員の兼任

事務所
施設の
賃貸等

3,967
関係会社
未払金

18,322

親会社の
役員が支
配する会
社

㈱SIMPLEX
東京都
千代田区

90,000
資産運用・
管理

(被所有)
間接・
31.08％

オフィス共有
事務協力関係

事務受託
収入

6,500 - -

当事業年度（自平成23年４月１日　至平成24年３月31日）

種　類
会社等の
名称

所在地

資本金
又は
出資金
(千円)

事業の内容
又は職業

議決権等
の所有
(被所有)
割合(％)

関連当事者
との関係

取引の
内容

取引金額
(千円)

科目
期末残高
(千円)

親会社

㈱シンプレクス・
ファイナンシャル
・ホールディング
ス

東京都
千代田区

370,000
子会社
支配・管理

（被所有）
直接・
100％

持株会社形式の
子会社支配、
被支配
役員の兼任

事務所
施設の
賃貸等

3,487
関係会社
未払金

18,174

（注）１．取引条件及び取引条件の決定方針等

取引金額は、一般の取引条件と同様に決定しております。

２．取引金額には、消費税等は含まれておらず期末残高には消費税等が含まれております。
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（２）財務諸表提出会社の役員及び個人主要株主等

該当事項はありません。

（３）財務諸表提出会社の子会社等

該当事項はありません。

（４）財務諸表提出会社と同一の親会社を持つ会社

前事業年度（自平成22年４月１日　至平成23年３月31日）

種　類
会社等の
名称

所在地
資本金
又は
出資金

事業の内容又
は職業

議決権等の所
有(被所有)割
合(％)

関連当事者
との関係

取引の内容
取引金額

(千円)
科目

期末残高
(千円)

同一の
親会社
を持つ
会社

シンプレクス・グ
ローバル・インベ
ストメンツ・リミ
テッド

英国領
バージン
諸島

50万
米ドル

投資運用業 －

投資一任契約
及び

投資助言契約

役員の兼任

運用受託
報酬

投資助言
報酬
(注1)

202,591

71,856

未収運用
受託報酬

未収投資
助言報酬

120,146

16,627

同一の
親会社
を持つ
会社

シンプレクス・ア
セット・マネジメ
ント・(香港)・カ
ンパニー・リミ
テッド

香港
50万
香港ドル

投資信託

事務委託業
－

事務協力関係

役員の兼任
委託調査費 1,741未払金 457

当事業年度（自平成23年４月１日　至平成24年３月31日）

種　類
会社等の
名称

所在地
資本金
又は
出資金

事業の内容又
は職業

議決権等の所
有(被所有)割
合(％)

関連当事者
との関係

取引の内容
取引金額

(千円)
科目

期末残高

(千円)

同一の
親会社
を持つ
会社

シンプレクス・グ
ローバル・インベ
ストメンツ・リミ
テッド

英国領
バージン
諸島

50万
米ドル

投資運用業 －
投資一任契約

役員の兼任

運用受託
報酬
(注1)

146,929
未収運用
受託報酬 163,268

同一の
親会社
を持つ
会社

シンプレクス・ア
セット・マネジメ
ント・(香港)・カ
ンパニー・リミ
テッド

香港
50万
香港ドル

投資信託
事務委託業

－
事務協力関係

役員の兼任

委託
調査費 9,060

未収金

未払金

289

2,027

（注）１．取引条件および取引条件の決定方針等

取引金額は、一般の取引条件と同様に決定しております。

シンプレクス・グローバルメント・インベストメンツ・リミテッドとの投資顧問契約に基づき、

予め定められた料率で計算された金額の受取り及び支払いを行っております。

２．取引金額には、消費税等は含まれておらず期末残高には消費税等が含まれております。

２．親会社に関する注記

株式会社シンプレクス・ファイナンシャル・ホールディングス　　　　非上場

（１株当たり情報）

前事業年度

（自　平成22年４月１日

至　平成23年３月31日）

当事業年度

（自　平成23年４月１日

至　平成24年３月31日）

１株当たり純資産額

１株当たり当期純利益金額

126,066円89銭

9,172円13銭

１株当たり純資産額

１株当たり当期純利益金額

143,254円79銭

17,187円90銭

　なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額に

ついては、潜在株式が存在しないため、記述しており

ません。

　なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額に

ついては、潜在株式が存在しないため、記述しており

ません。

（注）１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は以下のとおりであります。
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１株当たり純資産額

項目

前事業年度

（自　平成22年４月１日

至　平成23年３月31日）

当事業年度

（自　平成23年４月１日

至　平成24年３月31日）

当期純利益 67,873千円 127,190千円

普通株主に帰属しない金額 － －

普通株式に係る当期純利益 67,873千円 127,190千円

期中平均株式数 7.4千株 7.4千株

（重要な後発事象）

該当事項はありません。
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第２【その他の関係法人の概況】

※原届出書「第三部 委託会社等の情報　第２ その他の関係法人の概況　１ 名称、資本金の額及び事業の内

容」を、以下のとおり更新・訂正します。

＜更新・訂正後＞

　１【名称、資本金の額及び事業の内容】
（１）受託会社

名称　　　　　：　三井住友信託銀行株式会社
資本金の額　　：　342,000百万円（平成24年４月１日現在）
事業の内容　　：　銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営に関する法律

（兼営法）に基づき信託業務を営んでいます。

再信託受託会社
名称　　　　　：　日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社
資本金の額　　：　51,000百万円（平成24年３月末現在）
事業の内容　　：　銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律

（兼営法）に基づき信託業務を営んでいます。
関係業務の概要　　受託会社より委託を受け、当ファンドの信託事務の一部（信託財産の管理等）を行

ないます。

（２）販売会社

名　　称
資本金の額

（平成24年３月末現在）
事業内容

ＳＭＢＣ日興証券株式会社 10,000百万円金融商品取引法に定める
第一種金融商品取引業を
営んでいます。シティグループ証券株式会社 96,307百万円

２【関係業務の概要】
（１）受託会社

当ファンドの受託者として信託財産の保管・管理を行ないます。なお、信託事務の一部につき、再信
託受託会社に委託することがあります。

（２）販売会社
当ファンドの受益権の募集の取扱い、交換に関する業務、買取に関する業務、信託終了時の交換など
に関する業務等を行ないます。

３【資本関係】
（１）受託会社
該当事項はありません。

（２）販売会社
該当事項はありません。
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独　立　監　査　人　の　監　査　報　告　書

平成24年８月８日

シンプレクス・アセット・マネジメント株式会社

取締役会　御中

　　　　　　　あ　ら　た　監　査　法　人

指定社員

業務執行社員
公認会計士　　和田　渉

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経

理状況」に掲げられているマザーズ・コア上場投信の平成23年11月28日から平成24年７月８日までの計算

期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を

行った。

財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作

成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適

正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表

明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査

を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を

得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。

　監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手

続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて

選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではない

が、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の

作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適

用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが

含まれる。

　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

監査意見

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し

て、マザーズ・コア上場投信の平成24年７月８日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期

間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

利害関係

シンプレクス・アセット・マネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間に

は、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上

（※）上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管し

ております。
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（※）財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれていません。

次へ
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独立監査人の監査報告書

平成24年６月29日

シンプレクス・アセット・マネジメント株式会社

取締役会　御中

有限責任 あずさ監査法人

指定有限責任社員

業務執行社員
公認会計士　　山 崎 慎 司　㊞
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当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経

理状況」に掲げられているシンプレクス・アセット・マネジメント株式会社の平成23年4月1日から平成24

年3月31日までの第13期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重

要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。

財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作

成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適

正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表

明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査

を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を

得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。

監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手

続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて

選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではない

が、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の

作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適

用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが

含まれる。

当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

監査意見

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し

て、シンプレクス・アセット・マネジメント株式会社の平成24年3月31日現在の財政状態並びに同日をもっ

て終了する事業年度の経営成績の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上

（注）上記は、当社が独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本

は当社が別途保管しております。
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